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挨  拶 

 

皆様には，日頃から本県の体育・スポーツの推進に御尽力いただき，心より感謝申し上

げます。 

 さて，各学校におかれましては，体育・保健体育の授業改善に継続して取り組んでいた

だき，児童生徒の学びの充実に寄与していただいております。令和８年度にあたり，授業

が児童生徒一人一人にとって主体的・対話的で深い学びとなっているかを確認しつつ，先

生方が主体となって授業改善を進めていただきたいと思います。体育・保健体育科の教員

には，「技能の習得」に偏ることなく，「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力等」「学

びに向かう力，人間性等」の三つの資質・能力をバランスよく育成することが求められて

います。 

生涯にわたり健康を保持増進し，豊かなスポーツライフを実現・継続するためには，体

育の授業で，全ての子供たちが運動の楽しさにふれ，「する・みる・支える・知る」といっ

た多様な関わり方を主体的に考えられるよう，単元構成や場づくり，ルールの工夫を引き

続きお願いします。近年の社会状況を踏まえスポーツ基本法が改正され，「スポーツに親し

むことのできる機会の確保」や「スポーツによる共生社会の実現」等が明確化されました。

学校体育はこの理念を具現化する場であり，安全で安心な環境づくり，多様性を尊重した

指導，地域との連携の拡充など，学校に求められる役割は一層大きくなっています。共生

社会の実現に向け，仲間と関わり合い，教え合い，意見の違いを認め合う態度を育むこと

は，「学びに向かう力，人間性等」の育成に直結するものであり，引き続き共生の視点を重

視した授業改善をお願いいたします。 

一方，部活動につきましては，新たに国から「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等

に関する総合的なガイドライン」が示され，生徒にとって望ましいスポーツ環境の構築を

目指した改革が進められています。公立中学校の休日における部活動の地域展開は，今年

度から改革実行期間に入り，地域クラブ活動の定着に向けた重要な段階となります。行政，

学校，地域，関係団体が連携して取り組むべき改革であり，各中学校におかれましては，

地域の状況を踏まえつつ，生徒の心身の健全な成長を第一に考えた運営をお願いします。

また，高等学校においても，適切な休養日の設定や，短時間で効果を高める合理的・効率

的な指導の実践をお願いします。  

結びに，本学校体育要覧が，各学校における体育・保健体育指導の一層の充実に資する

手引きとして活用され，本県の児童生徒が活力に満ちた「健やかな体」を育む一助となる

ことを心より願っております。 

 

令和８年４月 

千葉県教育庁教育振興部保健体育課長 
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